
KREiS レンタリース

（8）チャイルドシートがないにもかかわらず、6歳未満の幼児を同乗させるとき。

（9）暴力団、暴力団関係者の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。

2　前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚染、異臭等により当

　  社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については別途定めるところによるものとし、借受人又は運転者はこれを支

　  払う者とします。

違約金

50

:　無制限

:　無制限　※　（1事故の自己負担限度額 : 10万円）

:　時価額　※　（1事故の自己負担限度額 : 10万円）

※保険契約に定められた免責額ではなく、当社規約による自己負担金となっております。
人身傷害   :　3,000万円

⑴　道路運送法第80条1項に基づくレンタカー事業の許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する

　　等、事業許可の条件として義務づけられている事項を実施するため。

⑵　借受人又は運転者に対し、レンタカー中古車その他の当社が取り扱っている商品の紹介及びこれらに関するサービ

　　ス等の提供並びに各種イベントキャンペーン等の開催について、宣伝広告物の送付、eメールの送信等の方法により

　　案内するため。

⑶　貸渡契約の締結に際し、借受申込者又は運転者に関し、本人確認及び審査を行なうため。

⑷　当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客さま満足度向上策の検討を目的として、借受人又は運転者

　　にアンケート調査を実施するため。

⑸　個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。

⑹　第36条6項における法的措置、及び第30条第1～2号における法的措置の着手に関して利用するため。
２  第1項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行います。

借受人又は運転者は、次の各号のいづれかに該当する場合には、借受人又は運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を

含む個人情報がレンタカー事業者によって貸渡契約締結の際の審査のために利用されることに同意するものとします。

借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める駐車違反をしたときは、駐車違反をした地域を管轄する警

察署に出頭して直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引き取りなどの諸費用

を負担するものとします。

当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運

転者に対する放置駐車違反に係る責任追求のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に

定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし

、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。

⑴　 当社が道路交通法第51条の4第1項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合

⑵    当社に対して第36条第5項に規定する駐車違反関係費用の全額の支払いがない場合

⑶    第30条第1項に規定する不返還があったと認められる場合

第33条　（個人情報の利用の同意）

第34条

5
第36条   （ 駐車違反 ）

第37条

第38条

違約料＝返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×150％（レンタカーが乗り逃げされた場合の処置）


